
製
油
所
の
保
安
空
地
及
び
設
備
拡
張
用
地
の
取
得
に
際
 
 

し
て
支
払
っ
た
寄
付
金
及
び
立
退
補
償
金
の
原
価
性
 
 

行法六昭東  

裁人年和京  

；⊇和 （ 

行
り
）
第
一
八
一
号
、
昭
和
四
 
 

第
二
八
号
、
同
第
一
一
九
号
 
 

五処  
巻分  四

九
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
 
 

取
消
請
求
事
件
 
 

一
〇
号
一
三
四
〇
頁
 
 

中
 
村
 
利
 
雄
 
 
 

（
循
鰯
秋
蝉
鞭
）
 
 
 



〔
事
実
〕
 
 
 

一
事
案
の
経
緯
 
 
 

原
告
Ⅹ
会
社
は
、
石
油
の
精
製
及
び
販
売
を
主
た
る
業
と
す
る
商
事
会
社
で
、
法
人
税
法
上
の
同
族
会
社
で
あ
る
が
、
昭
和
三
九
年
四
月
 
 

一
日
か
ら
昭
和
四
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
（
以
下
「
昭
和
三
九
年
度
」
と
い
う
。
）
、
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
一
年
 
 

三
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
（
以
下
「
昭
和
四
〇
年
度
」
と
い
う
。
）
及
び
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
 
 

の
事
業
年
度
（
以
下
「
昭
和
四
一
年
度
」
と
い
う
。
）
の
各
事
業
年
度
の
法
人
税
に
つ
い
て
、
別
表
一
に
記
載
の
と
お
り
碇
定
申
告
を
そ
れ
 
 

ぞ
れ
申
告
期
限
内
に
し
、
昭
和
三
九
年
度
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
二
年
一
一
月
二
日
に
修
正
申
告
を
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
Y
税
務
署
長
は
、
 
 

昭
和
三
九
年
度
に
つ
き
昭
和
四
三
年
五
月
二
一
日
、
昭
和
四
〇
年
度
に
つ
き
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
七
日
、
昭
和
四
一
年
度
に
つ
き
昭
和
四
 
 

三
年
〓
一
月
二
八
日
に
同
表
記
載
の
と
お
り
更
正
処
分
を
行
っ
た
。
 
 
 

そ
こ
で
、
Ⅹ
会
社
は
、
右
処
分
が
昭
和
四
五
年
法
律
第
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
国
税
通
則
法
第
二
七
粂
に
よ
り
な
さ
れ
た
た
め
同
法
第
七
 
 

九
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
東
京
国
税
局
長
に
対
し
審
査
請
求
を
し
た
が
、
昭
和
三
九
年
度
に
つ
い
て
は
棄
却
、
昭
和
四
〇
年
度
に
つ
い
て
は
 
 

一
部
取
消
、
昭
和
四
一
年
度
に
つ
い
て
ほ
却
下
の
裁
決
が
あ
っ
た
た
め
各
更
正
処
分
の
一
部
取
消
を
求
め
て
本
訴
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

二
 
当
事
者
の
主
張
の
要
旨
 
 
 

本
件
更
正
処
分
に
つ
き
争
わ
れ
た
の
ほ
、
別
表
二
記
載
の
増
差
所
得
の
う
ち
Ⅹ
会
社
が
損
金
に
計
上
し
た
寄
付
金
一
七
、
九
〇
〇
、
0
0
 
 

0
円
、
営
業
雑
費
八
五
、
三
八
一
、
七
三
五
円
及
び
製
造
雑
費
二
、
二
九
八
、
二
〇
六
円
（
以
下
「
本
件
支
出
金
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
 
 

た
土
地
等
の
取
得
価
額
を
樟
成
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
損
金
算
入
を
否
認
し
た
点
に
あ
る
。
 
 

ニ
ー
五
 
 
 



（別表→）  

（注）1 昭和39年度の「申告所得金額」は，修正申告額である。  

2 昭和40年度の「更正所得金額」は，審査裁決による一部取消後の金  

額である。  

二
一
六
 
 
 

Y
税
務
署
長
は
、
本
件
支
出
金
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
Ⅹ
会
社
の
K
製
油
所
の
 
 

保
安
空
地
及
び
設
備
拡
張
用
地
膚
の
土
地
段
取
得
す
る
た
め
に
支
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
し
た
 
 

土
地
等
の
取
得
価
額
を
構
成
す
る
庵
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
損
金
算
入
を
否
認
七
た
も
の
で
あ
っ
て
、
 
 

本
件
更
正
は
適
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
 
 

①
 
Ⅹ
会
社
の
K
製
油
所
に
お
い
て
は
、
消
防
法
濫
基
づ
く
K
町
条
例
（
昭
和
三
四
年
以
降
は
「
危
険
 
 
 

物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
」
）
を
無
視
し
て
、
条
例
又
ほ
政
令
に
規
定
す
る
保
安
空
地
を
保
有
す
る
 
 
 

こ
と
な
く
、
昭
和
三
三
年
か
ら
≡
六
年
ま
で
の
間
原
油
貯
蔵
の
た
及
の
大
型
屋
外
貯
油
タ
ン
ク
一
〇
 
 
 

基
を
K
町
H
部
落
の
住
宅
濫
極
め
て
接
近
し
て
設
置
し
、
無
許
可
の
ま
ま
操
業
を
続
け
、
昭
和
三
九
 
 
 

年
五
月
に
は
火
災
事
故
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
庵
あ
っ
て
、
倶
当
局
及
び
K
町
当
局
か
ら
保
安
空
地
設
 
 
 

定
の
強
い
要
請
を
受
け
る
一
男
、
H
部
落
住
民
か
ら
は
貯
油
タ
ン
ク
等
の
撤
去
を
強
く
要
求
さ
れ
る
 
 
 

に
至
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
貯
油
タ
ン
ク
を
撤
去
し
た
の
で
は
今
後
の
操
業
に
差
し
支
え
る
こ
と
、
 
 
 

撤
去
費
用
は
新
規
建
設
と
ほ
ぼ
同
額
の
費
用
を
要
す
る
た
め
経
済
的
に
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
 
 

②
一
方
、
Ⅹ
会
社
は
、
石
油
精
製
能
力
の
著
し
い
増
大
に
伴
い
、
原
油
輸
送
手
段
を
も
拡
充
し
た
 
 
 

が
、
必
然
的
に
そ
れ
に
比
例
し
た
貯
油
能
力
に
必
要
な
貯
油
タ
ン
ク
の
増
設
等
設
備
の
拡
充
ぶ
緊
要
 
 
 

で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
た
め
の
土
地
の
取
得
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ⅹ
会
社
は
H
部
 
 
 

落
側
に
対
し
、
部
落
を
Ⅹ
会
社
の
費
用
で
移
転
す
る
こ
と
と
し
、
移
転
先
用
地
は
Ⅹ
会
社
が
取
得
し
 
 
 

て
部
落
民
に
無
償
で
譲
渡
す
る
旨
の
申
入
れ
を
行
い
、
部
落
跡
地
は
貯
油
タ
ン
ク
建
設
の
た
め
Ⅹ
会
 
 
 



（別表二）  

（注）1寄付金は，鼠製油所の所在地の愛媛県K町に対して，採納の手続を  

経てした寄付金である。  

2 営業雑費及び製造雑費は，鼠町H部落住民の集団立退きに伴い支払  
った移転先の住宅等の建築費及び立退補償金である。   

社
が
買
い
上
げ
る
と
い
う
条
件
で
解
決
を
図
っ
た
。
 

③
 
部
落
住
民
の
立
退
き
等
に
つ
い
て
は
K
町
が
斡
旋
を
行
な
い
、
K
町
 
 
 

が
買
収
造
成
レ
た
部
落
住
民
の
立
退
先
用
地
の
土
地
を
い
っ
た
ん
Ⅹ
会
 
 
 

社
に
払
い
下
げ
、
Ⅹ
会
社
が
こ
れ
を
部
落
民
に
無
償
で
移
転
す
る
事
務
 
 
 

処
理
を
省
略
し
て
、
K
町
か
ら
部
落
民
に
直
接
無
償
で
払
い
下
げ
る
こ
 
 
 

と
と
し
、
Ⅹ
会
社
ほ
右
土
地
の
買
収
造
成
費
を
K
町
に
寄
付
す
る
こ
と
 
 
 

と
し
た
。
 
 

④
二
か
く
し
て
Ⅹ
会
社
は
、
事
業
拡
大
に
伴
う
新
た
▼
な
貯
油
タ
ン
ク
増
設
 
 
 

と
保
安
空
地
確
保
の
た
め
、
H
部
落
跡
地
四
、
六
四
四
坪
（
以
下
「
本
 
 
 

件
土
地
」
と
い
う
。
）
を
代
金
八
．
、
九
四
八
、
五
六
九
円
で
買
い
取
り
、
 
 
 

か
ね
て
計
画
中
の
貯
油
タ
ン
ク
を
建
設
し
、
さ
ら
に
、
K
製
油
所
設
備
 
 
 

拡
張
の
た
め
本
件
土
地
周
辺
の
A
、
B
地
区
の
土
地
二
〇
、
九
九
五
坪
 
 
 

を
四
一
、
七
八
八
、
一
〇
九
円
で
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
Ⅹ
会
社
は
、
本
件
支
出
金
ほ
、
本
件
土
地
の
取
得
と
は
全
 
 

く
関
係
が
な
い
か
ら
、
本
件
土
地
の
取
得
価
額
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
 
 

損
金
算
入
を
否
認
す
る
こ
と
ほ
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
と
お
り
主
張
 
 

し
た
。
 
 

ニ
ー
七
 
 
 



二
l
八
 
 

①
 
H
部
落
の
移
転
は
、
単
な
る
消
防
法
に
よ
る
保
安
空
地
の
保
有
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
H
部
落
住
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
 
 
 

を
保
護
し
、
そ
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
K
町
が
主
導
し
て
行
っ
た
公
害
防
止
事
業
で
あ
り
、
Ⅹ
会
社
は
そ
の
公
害
防
止
事
業
に
必
要
 
 
 

な
費
用
を
負
担
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
支
出
は
本
件
土
地
の
取
得
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
Y
税
務
署
長
の
い
う
よ
う
に
保
安
空
 
 
 

地
の
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ⅹ
会
社
が
所
有
権
の
取
得
、
地
上
権
の
設
定
を
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
っ
て
、
単
に
空
地
と
す
れ
ば
足
り
、
 
 
 

ま
た
、
部
落
全
体
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
も
不
必
要
で
あ
る
。
H
部
落
住
民
が
移
転
し
た
後
の
土
地
は
、
耕
作
す
る
者
が
な
か
っ
た
の
で
、
 
 
 

Ⅹ
会
社
が
売
渡
し
を
希
望
し
た
部
落
民
か
ら
買
い
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
Ⅹ
会
社
が
本
件
土
地
を
製
油
所
敷
地
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
 
 
 

は
、
事
後
の
土
地
利
用
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

②
 
本
件
支
出
金
を
本
件
土
地
の
取
得
価
額
に
算
入
す
る
と
、
坪
当
り
の
単
価
は
二
四
、
0
0
0
円
以
上
と
な
り
、
本
件
土
地
の
時
価
二
、
0
0
 
 
 

0
円
と
比
較
し
、
と
う
て
い
社
会
通
念
上
是
認
で
き
な
い
非
常
識
な
高
額
と
な
り
、
こ
の
点
か
ら
も
Y
税
務
署
長
の
主
張
ほ
失
当
で
あ
る
。
 
 

③
 
H
部
落
の
移
転
は
、
K
町
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
し
た
公
害
防
止
事
業
で
あ
り
、
本
件
支
出
金
は
、
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
公
害
防
止
 
 
 

事
業
費
事
業
者
負
担
法
に
い
う
事
業
者
負
担
金
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
資
産
性
の
全
く
な
い
支
出
で
あ
り
、
ま
た
、
繰
延
 
 
 

資
産
に
も
該
当
し
な
い
か
ら
、
租
税
特
別
措
置
法
第
五
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
支
出
時
の
一
時
の
損
金
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
 
 
 

る
。
ま
た
、
本
件
支
出
金
は
、
公
害
問
題
の
解
決
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
で
純
資
産
の
減
少
と
な
る
支
出
で
あ
る
か
ら
、
全
額
損
金
に
 
 
 

算
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

④
 
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
三
九
年
度
に
し
た
寄
付
金
は
、
市
町
村
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
税
法
第
三
七
条
第
三
項
第
一
号
の
規
 
 
 

定
に
よ
り
損
金
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
本
件
に
は
、
以
上
述
べ
た
土
地
の
取
得
価
額
の
問
題
の
ほ
か
、
申
告
に
よ
り
確
定
し
た
税
額
を
減
額
す
る
更
正
処
分
が
不
利
益
処
 
 
 



分
に
当
た
る
か
ど
う
か
及
び
本
件
争
点
の
重
要
な
事
実
に
関
す
る
自
白
の
撤
回
が
錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
も
あ
る
 
 

が
、
本
稿
で
は
、
土
地
の
取
得
価
額
の
問
題
に
限
定
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

〔
判
示
〕
 
 
 

（
注
1
）
 
 
 

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
本
件
土
地
の
取
得
の
経
緯
を
詳
細
に
認
定
し
、
次
い
で
、
H
部
落
の
集
団
移
転
と
本
件
土
地
の
取
得
と
は
表
裏
一
体
 
 

（
注
2
）
 
 

の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
認
定
し
た
う
え
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
 
 

H
 
法
人
税
法
施
行
令
第
五
四
条
第
一
項
ほ
固
定
資
産
の
う
ち
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
、
そ
の
取
得
の
形
態
に
応
じ
て
取
得
 
 
 

価
額
の
範
囲
を
定
め
て
お
り
、
土
地
等
の
非
償
却
資
産
の
取
得
価
薇
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
公
正
妥
当
 
 
 

な
会
計
慣
行
を
し
ん
し
ゃ
く
す
れ
ば
非
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
も
、
償
却
資
産
の
取
得
価
故
に
関
す
る
右
の
規
定
を
類
推
適
用
 
 
 

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 
 

⇔
 
本
件
土
地
は
、
購
入
に
よ
り
取
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
昭
和
三
九
年
度
に
つ
い
て
は
旧
法
人
税
法
施
行
規
則
第
二
一
条
の
七
第
一
項
の
 
 
 

規
定
を
適
用
し
、
昭
和
四
〇
年
度
に
つ
い
て
ほ
法
人
税
法
施
行
令
第
五
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
の
 
 
 

取
得
価
額
の
範
囲
は
、
当
該
資
産
の
購
入
代
価
、
引
取
運
賃
、
荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
税
そ
の
他
当
該
資
産
の
購
入
 
 
 

の
た
め
に
要
し
た
費
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を
加
算
し
た
金
額
と
こ
れ
を
そ
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
 
 
 

の
額
の
合
計
薇
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

肖
 
昭
和
三
九
年
度
の
加
算
金
額
の
う
ち
寄
付
金
は
、
H
部
落
の
立
退
用
地
の
買
収
、
造
成
費
と
し
て
寄
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
昭
 
 
 

和
三
九
年
度
及
び
四
〇
年
度
の
加
算
金
額
の
う
ち
営
業
雑
費
、
製
造
雑
費
は
、
い
ず
れ
も
H
部
落
住
民
の
集
団
立
退
き
に
伴
い
支
払
っ
た
 
 

ニ
ー
九
 
 
 



二
二
〇
 
 
 

立
退
補
償
金
で
あ
る
こ
と
及
び
H
部
落
の
移
転
と
本
件
土
地
の
取
得
は
表
裏
一
体
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
H
 
 
 

部
落
の
移
転
に
よ
る
公
害
問
題
の
解
決
は
、
本
件
土
地
を
取
得
す
る
際
の
Ⅹ
会
社
の
主
観
的
意
図
の
一
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
、
右
の
支
出
は
 
 
 

い
ず
れ
も
本
件
土
地
を
取
得
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
支
出
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
右
支
出
金
は
、
ま
さ
に
「
本
件
土
地
購
入
の
た
め
に
要
 
 
 

し
た
費
用
」
と
し
て
本
件
土
地
の
取
得
価
額
を
桂
成
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 
 

囲
 
本
件
支
出
金
が
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
に
い
う
事
業
者
負
担
金
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
公
害
防
止
事
業
者
負
 
 
 

担
金
の
特
別
償
却
に
関
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
五
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
六
年
四
月
二
日
以
後
に
納
付
す
る
事
業
者
負
 
 
 

担
金
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
支
出
金
に
つ
い
て
同
条
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

国
 
Ⅹ
会
社
が
K
町
に
支
出
し
た
寄
付
金
は
、
H
部
落
住
民
の
立
退
先
用
地
の
買
収
、
造
成
費
に
充
て
る
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
 
 
 

㌦
 
 

そ
の
実
質
は
、
Ⅹ
会
社
が
K
町
か
ら
寄
付
金
相
当
額
で
右
用
地
の
払
下
げ
を
受
け
、
こ
れ
を
立
退
先
用
地
と
し
て
H
部
落
住
民
に
無
償
で
 
 
 

譲
渡
し
た
と
同
様
で
あ
っ
て
、
右
寄
付
金
は
ま
さ
に
Ⅹ
会
社
に
よ
る
藤
転
跡
地
の
取
得
と
直
接
の
対
価
性
を
有
す
る
か
ら
、
旧
法
人
税
法
 
 
 

第
九
粂
三
項
、
旧
法
人
税
法
施
行
規
則
第
八
粂
の
規
定
に
よ
る
指
定
寄
付
金
に
当
た
ら
な
い
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
本
件
土
地
の
取
得
の
経
緯
 
 

本
判
決
が
認
定
し
た
本
件
土
地
の
取
得
の
経
緯
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

日
 
間
題
の
発
端
 
 

変
奴
県
K
町
所
在
の
Ⅹ
会
社
の
K
製
油
所
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
四
年
頃
か
ら
設
備
の
拡
張
が
行
わ
れ
、
同
年
頃
か
ら
三
六
年
ま
で
の
間
に
大
 
 

型
貯
油
タ
ン
ク
t
O
基
を
同
町
H
部
落
の
住
宅
の
西
隣
に
極
め
て
近
接
し
て
設
置
し
操
業
し
て
い
た
た
め
、
同
部
落
五
五
世
帯
の
住
民
は
、
そ
の
 
 

悪
臭
に
悩
ま
さ
れ
、
火
災
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
炉
型
二
四
年
三
月
の
事
故
を
は
じ
め
と
し
、
数
回
の
貯
油
タ
ン
ク
 
 

の
火
災
垂
故
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
住
民
は
強
い
不
安
を
い
だ
き
、
危
険
対
象
零
貝
会
を
結
成
し
て
Ⅹ
会
社
、
K
町
、
愛
媛
県
知
事
等
に
そ
の
 
 

善
処
方
を
要
望
す
る
に
至
っ
た
。
 
 
 



一
方
、
鼠
町
長
の
要
萬
に
よ
り
愛
媛
県
の
担
当
者
が
K
製
油
所
へ
の
立
入
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
同
製
油
所
に
お
い
て
は
、
消
防
法
虹
基
 
 
 

づ
い
て
昭
和
三
三
年
に
制
定
さ
れ
た
同
町
の
危
険
物
取
締
条
例
覧
疋
め
る
危
険
物
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
愛
媛
県
当
局
は
、
Ⅹ
会
 
 
 

社
に
対
し
、
消
防
法
に
定
め
る
危
険
物
を
取
り
扱
う
施
設
転
つ
い
て
は
、
県
知
事
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
、
消
火
設
備
を
整
備
す
る
こ
と
、
屋
外
 
 
 

貯
油
タ
ン
ク
の
周
囲
に
所
定
の
保
安
空
地
を
設
け
る
べ
き
こ
と
等
を
再
三
督
促
し
、
特
に
、
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
日
か
ら
三
七
年
一
二
月
二
 
 
 

二
日
ま
で
の
間
四
囲
忙
わ
た
り
同
県
総
務
部
長
か
ら
文
書
に
よ
る
厳
重
な
督
促
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ⅹ
会
社
は
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
昭
 
 
 

和
四
〇
年
八
月
一
二
日
よ
う
や
く
同
県
知
事
に
対
し
て
危
険
物
設
置
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
。
 
 

臼
K
町
の
令
旋
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
H
部
落
住
民
は
〔
当
初
Ⅹ
会
社
に
対
し
貯
油
タ
ン
ク
の
全
面
撤
去
を
強
く
求
め
て
い
た
が
、
こ
れ
を
撤
去
す
 
 
 

る
こ
と
は
実
際
上
困
難
で
あ
る
た
め
、
昭
和
三
六
年
初
頃
か
ら
は
Ⅹ
会
社
も
H
部
落
住
民
側
も
、
H
部
落
が
集
団
移
転
す
る
こ
と
に
よ
り
問
題
を
 
 
 

解
決
す
る
七
と
を
希
望
す
る
ま
ぅ
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
補
償
の
方
琴
金
額
等
に
つ
い
て
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
容
易
に
合
意
に
達
す
る
こ
 
 
 

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
H
部
落
住
民
の
要
望
を
受
け
た
K
町
考
同
町
町
議
会
は
、
地
域
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
重
要
な
問
題
と
し
て
積
極
的
に
 
 
 

H
部
落
の
集
団
移
転
問
題
の
解
決
の
た
め
に
の
り
出
す
に
至
っ
た
。
シ
昭
和
三
八
年
二
月
六
日
K
町
長
の
戟
旋
に
よ
り
H
部
落
移
転
問
題
懇
談
会
 
 
 

が
結
成
さ
れ
、
Ⅹ
会
社
と
部
落
側
代
表
が
こ
の
間
題
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
る
一
方
、
昭
和
三
九
年
四
月
一
三
日
K
町
議
会
建
設
委
員
会
及
び
全
 
 
 

体
協
議
会
に
お
い
て
、
同
町
長
よ
り
鱒
部
落
の
移
転
問
題
が
提
案
さ
れ
、
K
町
に
お
い
て
農
地
を
買
収
し
て
移
転
用
宅
地
を
造
成
す
る
こ
と
、
土
 
 
 

地
買
収
の
た
め
同
町
に
特
別
会
計
を
設
置
す
る
こ
と
、
Ⅹ
会
社
よ
り
土
地
の
買
収
、
造
成
費
を
寄
付
さ
せ
、
寄
付
採
納
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
提
 
 
 

案
さ
れ
、
こ
の
間
題
を
検
討
す
る
た
め
に
町
議
会
内
に
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
同
特
別
委
員
会
、
町
議
会
協
議
会
、
町
議
会
臨
 
 
 

時
議
会
等
数
回
の
会
合
が
開
か
れ
て
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
H
部
落
の
移
転
に
伴
う
代
替
宅
地
に
つ
い
て
は
、
K
町
が
農
地
を
買
収
し
宅
地
 
 
 

造
成
し
た
う
え
、
同
町
か
ら
部
落
民
に
払
い
下
げ
る
こ
と
と
し
、
土
地
買
収
、
造
成
費
を
Ⅹ
会
社
か
ら
寄
付
さ
せ
寄
付
採
納
願
を
承
認
す
る
こ
 
 
 

と
、
移
転
先
は
E
町
C
及
び
D
の
2
地
区
と
す
る
こ
と
、
宅
地
造
成
特
別
会
計
を
設
け
る
こ
と
等
が
決
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
昭
和
三
九
年
 
 
 

五
月
一
八
日
及
び
七
月
一
七
日
の
町
議
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
、
Ⅹ
会
社
は
同
年
五
月
一
二
日
か
ら
八
月
五
日
ま
で
の
間
に
K
町
に
対
し
て
七
 
 
 

九
〇
万
円
を
寄
付
し
た
。
 
 
 

一
方
、
建
物
の
移
転
補
償
と
し
て
は
、
住
宅
坪
当
り
四
宅
0
0
0
円
、
納
屋
坪
当
り
二
五
、
0
0
0
円
と
し
、
Ⅹ
会
社
が
こ
の
価
格
で
住
宅
 
 

T
〔
＝
＝
T
 
 
 



二
二
二
 
 
 

を
建
て
る
か
又
は
金
銭
で
補
償
す
る
こ
と
が
Ⅹ
会
社
と
H
部
落
の
代
表
と
の
間
で
合
意
さ
れ
、
昭
和
四
〇
年
七
月
一
九
日
立
退
先
居
宅
の
建
築
工
 
 
 

事
が
完
成
し
∵
H
部
落
の
住
民
は
そ
の
頃
K
町
C
及
び
D
地
区
に
移
転
し
た
。
 
 

肖
 
本
件
土
地
等
の
買
収
 

Ⅹ
会
社
の
社
員
H
は
、
昭
和
三
入
牢
一
一
月
Ⅹ
会
社
社
長
よ
り
H
部
落
及
び
そ
の
周
辺
一
帯
の
平
地
は
全
て
買
収
す
る
よ
う
指
示
を
受
け
、
積
 
 
 

極
的
賢
」
れ
匹
取
り
組
み
、
そ
の
結
果
、
Ⅹ
会
社
は
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
八
年
〓
月
九
日
か
ら
四
〇
年
一
二
月
二
五
日
ま
で
の
 
 
 

間
土
地
所
有
者
た
る
部
落
民
と
の
間
で
個
別
的
に
土
地
売
買
契
約
を
締
結
し
、
合
計
四
、
六
四
四
坪
を
代
金
八
、
九
四
八
、
五
六
九
円
で
取
得
 
 
 

し
、
ま
た
、
部
落
民
の
共
有
等
の
た
め
土
地
所
有
権
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
五
日
堅
固
な
建
物
、
タ
 
 
 

ン
ク
及
び
▼
機
械
装
置
の
所
有
の
た
め
期
間
三
〇
年
の
地
上
権
を
取
得
し
、
結
局
、
H
部
落
全
体
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
な
い
し
地
上
権
を
取
得
 
 
 

す
る
に
至
っ
た
バ
さ
ら
に
、
Ⅹ
会
社
は
、
K
製
油
所
の
設
備
拡
張
の
た
め
の
用
地
と
し
て
、
H
部
落
束
側
の
K
町
A
及
び
B
地
区
一
帯
の
土
地
の
 
 
 

買
収
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
合
計
二
〇
、
九
九
五
坪
の
土
地
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
う
ち
H
部
落
に
 
 
 

隣
接
す
る
東
側
の
土
地
は
、
大
型
貯
油
タ
ン
ク
用
地
と
す
る
た
め
、
昭
和
三
八
年
一
一
月
か
ら
三
九
年
三
月
ま
で
の
間
に
買
収
が
完
了
し
て
い
 
 
 

た
。
 
 

囲
 
Ⅹ
会
社
の
事
業
規
模
の
拡
大
 
 
 

Ⅹ
会
社
の
石
油
精
製
能
力
は
、
昭
和
二
七
年
に
日
産
て
0
0
0
バ
ー
レ
ル
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
七
年
二
月
に
は
日
産
七
三
、
五
〇
〇
バ
ー
 
 
 

レ
ル
に
飛
躍
的
に
増
加
し
、
こ
れ
紅
伴
い
売
上
高
も
、
昭
和
三
五
年
三
八
億
円
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
三
八
年
に
は
二
二
億
円
に
伸
び
、
さ
ら
 
 

に
昭
和
四
〇
年
に
は
一
五
七
億
円
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
原
油
に
対
す
る
外
貨
資
金
割
当
額
も
著
し
い
伸
び
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
実
績
は
、
昭
 
 
 

和
三
二
年
を
一
〇
〇
と
す
る
と
昭
和
三
六
年
に
は
て
三
四
九
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
石
油
精
製
能
力
及
び
売
上
高
の
増
加
に
伴
い
、
Ⅹ
 
 
 

会
社
は
原
油
輸
送
問
題
の
解
決
の
た
め
、
昭
和
三
八
年
〓
月
に
Ⅰ
海
運
（
株
）
と
の
問
に
四
万
ト
ン
級
の
大
型
高
速
タ
ン
カ
ー
二
隻
の
長
期
用
 
 
 

船
契
約
を
結
び
、
さ
ら
に
昭
和
三
九
年
八
月
に
は
八
万
ト
ン
級
の
大
型
タ
ン
カ
ー
わ
長
期
用
船
契
約
を
結
び
、
昭
和
三
九
年
七
月
に
は
一
〇
方
寸
 
 
 

ソ
の
シ
ー
バ
ー
ス
を
発
注
し
、
昭
和
四
〇
年
二
月
K
製
油
所
沖
に
完
成
し
、
原
油
輸
逃
手
段
の
確
保
を
は
か
っ
た
。
原
油
輸
送
手
段
の
拡
充
に
伴
 
 
 

い
、
大
型
貯
油
タ
ン
ク
の
増
設
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
H
部
落
の
東
側
隣
接
地
に
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
貯
油
タ
ン
ク
一
義
の
建
設
を
進
め
た
。
す
な
 
 
 

わ
ち
、
昭
和
三
九
年
八
月
二
〇
日
岡
貯
油
タ
ン
ク
二
基
の
見
積
書
を
取
り
、
同
年
九
月
一
五
日
Ⅰ
鉄
工
所
と
の
間
に
貯
油
タ
ン
ク
二
基
の
工
事
請
 
 
 



負
契
約
を
締
結
、
昭
和
四
〇
年
五
月
に
一
基
目
（
A
〓
二
号
）
の
、
同
年
八
月
堅
一
基
日
（
A
一
四
号
）
の
貯
油
タ
ン
ク
の
基
礎
工
事
が
完
了
 
 

し
、
周
年
九
月
及
び
一
二
月
に
あ
い
次
い
で
こ
の
貯
油
タ
ン
ク
の
設
置
が
完
了
し
た
。
そ
の
後
昭
和
四
一
年
三
月
に
一
基
、
四
二
年
八
月
に
一
基
 
 

の
貯
油
タ
ッ
ク
を
設
置
す
る
等
急
速
に
K
製
油
所
の
設
備
拡
張
が
行
わ
れ
、
昭
和
四
一
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
、
Ⅹ
会
社
が
買
収
し
た
本
件
土
地
 
 

及
び
そ
の
東
側
の
A
、
B
地
区
一
帯
の
土
地
は
、
製
油
所
と
し
て
そ
の
様
相
が
一
変
し
た
。
 
 

（
注
2
）
 
H
部
落
の
移
転
と
本
件
土
地
の
取
得
と
の
関
係
 
 

次
に
掲
げ
る
K
製
油
所
の
設
備
の
拡
張
及
び
保
安
空
地
の
た
め
の
土
地
篠
保
の
必
要
性
と
本
件
土
地
及
び
周
辺
の
土
地
買
収
の
時
期
、
そ
の
態
 
 

様
、
買
収
後
の
土
地
の
使
用
状
況
等
か
ら
、
H
部
落
の
移
転
と
Ⅹ
会
社
の
土
地
の
買
収
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
認
定
し
て
い
る
。
 
 

H
 
X
会
社
は
、
K
製
油
所
屋
外
貯
油
タ
ン
ク
の
周
囲
に
所
定
の
保
安
空
地
を
設
け
る
べ
き
こ
と
を
県
当
局
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
 
 

昭
和
三
八
年
七
月
頃
Ⅹ
会
社
の
Ⅰ
専
務
は
、
消
防
庁
予
防
課
に
出
頭
し
、
K
製
油
所
の
空
地
確
保
の
キ
め
用
地
買
収
等
に
つ
き
鋭
意
努
力
中
で
あ
 
 

る
旨
説
明
し
、
了
解
を
求
め
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ⅹ
会
社
は
保
安
空
地
の
た
め
土
地
取
得
に
努
力
し
て
い
た
こ
上
が
う
か
が
わ
れ
 
 

る
。
 
 

目
 
Ⅹ
会
社
の
事
業
規
模
の
拡
大
に
伴
い
E
製
油
所
の
設
備
拡
張
の
た
め
用
地
碇
保
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
K
製
油
所
は
、
西
 
 

側
が
海
に
面
し
て
い
る
た
め
、
東
側
に
隣
接
す
る
H
部
落
及
び
H
部
落
の
さ
ら
に
東
側
の
A
、
B
地
区
に
進
出
し
な
け
れ
ば
、
製
油
所
の
設
備
を
 
 

拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
理
的
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
諌
め
ら
れ
る
か
ら
、
E
製
油
所
の
拡
琵
に
と
っ
て
H
部
落
所
在
地
は
絶
好
の
土
地
と
 
 

い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
な
し
に
は
同
製
油
所
を
拡
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

国
 
Ⅹ
会
社
は
、
H
部
落
の
移
転
問
題
が
決
着
の
つ
く
前
で
あ
る
昭
和
三
八
年
一
一
月
か
ら
H
部
落
の
束
側
に
隣
接
す
る
田
畑
山
村
地
域
一
帯
の
買
 
 

収
を
積
極
的
に
進
め
、
A
一
三
号
及
び
A
一
四
号
の
各
五
万
ト
ン
の
貯
油
タ
ン
ク
用
地
は
、
す
で
に
昭
和
三
九
年
三
月
ま
で
聖
邦
男
契
約
が
締
結
 
 

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
A
一
四
号
の
貯
油
タ
ン
ク
用
地
の
一
部
は
H
部
落
の
地
域
内
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
A
一
四
号
タ
ン
ク
の
建
設
の
 
 

た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
本
件
土
地
の
一
部
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
か
つ
、
H
部
落
の
東
側
一
体
に
製
油
所
を
 
 

拡
張
す
る
た
め
に
ほ
、
そ
の
前
提
と
し
て
本
件
土
地
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

国
 
都
落
の
集
団
移
転
と
い
う
解
決
方
法
を
選
択
し
た
以
上
、
そ
の
跡
地
の
処
置
は
当
然
重
要
な
問
題
と
な
る
筋
合
い
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ⅹ
会
 
 

社
の
主
壊
す
る
よ
う
に
、
H
部
落
の
集
団
移
転
と
本
件
土
地
の
取
得
と
が
無
関
係
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
部
落
民
は
本
件
土
地
の
処
置
が
 
 

二
三
ニ
 
 
 



判
示
に
賛
成
。
 
 

一
非
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
 
 
 

法
人
税
法
は
、
固
定
資
産
の
意
義
に
つ
き
土
地
（
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
を
含
む
。
）
、
減
価
償
却
資
産
、
忘
旬
欝
加
入
権
及
び
こ
れ
ら
に
 
 

準
ず
る
も
の
を
い
う
（
法
人
税
法
二
条
二
三
号
ゝ
同
施
行
令
二
姦
）
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

い
て
は
、
そ
の
取
得
価
額
に
算
入
す
べ
き
費
用
の
範
囲
に
つ
き
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
法
人
税
法
施
行
令
五
四
条
）
が
、
土
地
等
の
非
 
 

償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
は
明
文
の
定
め
が
な
い
（
旧
法
人
税
法
施
行
規
則
ニ
ー
条
の
七
で
は
、
土
地
等
の
非
償
却
資
産
を
含
め
た
 
 

固
定
資
産
の
取
得
価
額
と
し
て
現
行
施
行
令
五
四
条
と
同
一
内
容
の
規
定
が
あ
っ
た
。
）
。
 
 
 

こ
れ
は
、
昭
和
四
〇
年
の
法
人
税
法
の
全
文
改
正
で
設
け
ら
れ
た
同
法
第
二
二
条
の
所
得
計
算
の
基
本
規
定
と
の
関
連
に
よ
る
も
の
で
、
 
 

法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
べ
き
売
上
原
価
等
、
販
売
費
、
一
般
管
理
費
等
に
関
し
て
減
価
償
却
資
 
 

産
の
償
却
費
の
計
算
方
法
を
別
段
の
定
め
と
し
て
魂
定
し
 
（
猿
人
税
法
l
≡
粂
）
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
委
任
を
受
け
て
そ
の
計
算
の
基
礎
 
 

と
な
る
取
得
価
額
を
政
令
（
法
人
定
法
施
行
令
五
四
条
）
で
規
定
し
た
が
、
継
続
的
な
償
却
手
続
に
よ
る
費
用
配
分
が
行
わ
れ
な
い
非
償
却
 
 

資
産
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
せ
ず
、
法
人
税
法
第
二
二
条
第
四
項
に
よ
り
一
般
に
公
正
妥
当
と
評
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
に
従
う
こ
と
 
 
 

〔
評
釈
〕
 
 

ニ
二
四
 
 
 

決
ま
ら
な
い
ま
ま
集
団
移
転
に
応
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
紛
争
の
解
決
と
し
て
ほ
極
め
て
不
昏
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

国
 
以
上
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
Ⅹ
会
社
ほ
、
貯
油
タ
ン
ク
の
撤
去
要
求
に
端
を
発
し
た
住
民
側
の
要
求
を
部
落
の
集
団
移
転
と
い
う
方
法
 
 
 

で
満
足
さ
せ
る
と
共
に
、
同
時
に
保
安
空
地
の
確
保
及
び
製
油
所
の
設
備
拡
張
等
の
た
め
の
土
地
の
取
得
を
図
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
H
部
落
の
 
 
 

集
団
移
転
と
本
件
土
地
の
処
理
は
一
体
的
に
解
決
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 
 



と
王
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
公
正
妥
当
な
会
計
処
理
の
基
準
を
要
給
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
原
則
で
は
、
そ
の
第
三
貸
借
対
照
表
原
 
 

則
の
五
に
お
い
て
、
、
「
貸
借
対
照
表
に
記
載
す
る
資
産
の
価
額
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
を
基
礎
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
 
 

（
注
1
）
 
 

と
．
㌧
、
「
有
形
固
定
資
産
の
取
得
原
価
に
は
、
原
則
と
し
て
当
該
資
産
の
引
取
費
用
等
の
付
随
費
用
を
含
め
る
。
」
 
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

法
人
税
法
施
行
令
第
五
四
条
第
一
項
が
固
定
資
産
の
う
ち
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
も
、
こ
の
会
計
慣
 
 

（
注
2
）
 
 

行
を
明
文
を
も
っ
七
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
判
決
が
「
公
正
妥
当
な
会
計
慣
行
を
し
ん
し
や
く
す
れ
ば
非
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
も
、
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
 
 

へ
注
3
）
 
 

関
す
る
右
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
の
は
相
当
と
い
え
よ
う
。
 
 

（
注
1
）
 
企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
を
有
形
固
定
資
産
と
無
形
固
定
資
産
と
に
区
分
し
て
、
そ
の
取
得
価
額
が
論
ぜ
ら
れ
右
も
の
の
、
減
価
償
却
 
 
 

資
産
と
非
償
却
資
産
と
に
区
別
す
る
こ
と
は
せ
ず
両
者
同
一
に
取
り
教
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（
注
2
）
 
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
四
九
年
（
行
ウ
）
第
四
五
号
、
昭
和
五
〇
年
八
月
二
入
日
判
決
（
行
裁
例
菓
二
六
巻
七
1
八
号
九
四
四
頁
）
 
 
 

∴
注
3
）
 
向
旨
 
大
阪
地
方
裁
判
所
昭
和
四
三
年
（
行
ケ
）
第
八
〇
一
号
、
昭
和
四
九
年
八
月
六
日
判
決
（
行
裁
例
集
二
五
巻
八
・
九
号
一
、
〇
五
一
頁
）
 
 

な
お
、
従
来
、
土
地
等
の
非
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
関
す
る
規
 
 

定
が
準
用
ぜ
れ
る
旨
の
取
扱
い
（
昭
和
四
〇
犀
直
審
（
法
）
八
四
通
達
「
七
八
」
し
が
あ
っ
た
が
、
昭
卿
四
四
年
五
月
の
法
人
税
基
本
通
達
の
整
備
 
 

に
際
し
、
法
令
の
解
釈
上
疑
義
が
な
く
若
し
く
は
条
理
上
明
ら
か
で
あ
る
た
め
特
に
通
達
と
し
て
定
め
る
必
要
が
な
い
と
認
め
廃
止
さ
れ
た
∧
。
 
 

二
 
固
定
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
す
べ
き
費
用
の
範
囲
に
つ
い
て
 
 
 

法
人
税
法
は
、
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
す
べ
き
費
用
の
範
囲
に
つ
い
て
、
そ
の
取
得
の
態
様
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
 
 

て
い
る
（
法
人
l
税
法
施
行
令
五
四
条
一
項
）
。
こ
れ
虹
よ
る
と
、
他
か
ら
購
入
し
た
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
ほ
∵
当
該
資
産
の
購
入
代
 
 

二
二
五
 
 
 



二
二
六
 
 

価
（
引
取
運
賃
、
荷
役
費
、
逓
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
税
そ
の
他
当
該
資
産
の
購
入
の
た
め
に
要
し
た
費
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
 
 

の
費
用
を
加
算
し
た
金
額
）
と
当
該
資
産
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
企
業
会
計
原
則
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
有
形
固
定
資
産
の
取
得
原
価
に
は
、
原
則
と
し
て
当
該
資
産
の
引
取
費
用
等
の
 
 

付
随
費
用
を
含
め
る
。
」
（
貸
借
対
照
表
原
則
五
の
D
）
と
し
、
企
業
会
計
原
則
と
関
係
諸
法
令
と
の
調
整
に
関
す
る
運
綻
意
見
書
で
は
、
 
 

「
固
定
資
産
を
購
入
に
よ
っ
て
取
得
し
た
場
合
に
は
、
購
入
代
金
に
買
入
手
数
料
、
運
送
費
、
荷
役
費
、
据
付
費
、
試
運
転
費
等
の
付
随
費
 
 

用
を
加
え
て
取
得
原
価
と
す
る
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
付
随
費
用
の
一
部
又
は
全
部
を
加
算
し
な
い
額
を
も
っ
て
取
 
 

得
原
価
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
「
第
三
有
形
固
定
資
産
の
減
価
償
却
に
つ
い
て
」
第
一
の
四
の
1
）
 
と
し
て
税
法
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
処
 
 

（
注
l
）
 
理
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
商
法
ほ
固
定
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
す
べ
き
費
用
の
範
囲
に
つ
い
て
な
ん
ら
定
め
て
い
な
い
が
、
購
入
に
よ
り
取
得
し
た
固
定
 
 

資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
は
、
「
購
入
代
価
に
付
随
費
用
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
購
入
付
随
費
用
と
し
て
加
算
さ
れ
る
額
は
、
購
入
手
 
 

数
料
、
引
取
運
送
費
、
運
送
保
険
料
、
荷
役
費
、
据
付
費
、
試
験
費
、
関
税
、
登
録
税
な
ど
訂
定
資
産
を
使
用
可
能
な
状
態
に
置
く
ま
で
の
 
 

（
注
2
）
 
費
用
が
含
ま
れ
る
。
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
税
法
、
企
業
会
計
原
則
、
商
法
で
は
、
表
現
は
異
な
る
が
固
定
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
す
べ
き
費
用
の
範
囲
に
つ
い
て
 
 

は
、
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 
 

本
件
の
土
地
は
、
購
入
に
よ
り
取
得
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
形
式
的
に
は
、
昭
和
三
九
年
度
に
つ
い
て
は
旧
法
人
税
法
施
行
規
則
第
二
一
 
 

条
の
七
第
一
項
（
固
定
資
産
の
取
得
価
額
）
 
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
昭
和
四
〇
年
度
に
つ
い
て
は
取
得
価
額
に
関
す
る
規
定
は
存
し
な
い
 
 

が
、
前
述
の
と
お
り
公
正
妥
当
な
会
計
慣
行
を
罰
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
法
人
税
法
施
行
令
第
五
四
条
第
一
項
第
一
号
 
 
 



（
購
入
に
よ
り
取
得
し
た
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
薇
）
の
現
定
を
簸
推
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
購
入
代
俄
に
当
該
土
地
を
そ
の
用
途
に
 
 

（
注
3
）
 
 

供
す
る
ま
で
に
要
し
た
付
随
費
用
を
加
算
し
た
も
の
が
そ
の
取
得
価
額
と
な
る
。
判
示
肖
も
相
当
と
い
え
よ
う
。
 
 

（
注
1
）
 
連
続
意
見
書
が
例
示
し
て
い
る
付
随
費
用
の
う
ち
据
付
費
、
試
運
転
費
は
、
税
法
の
準
疋
で
ほ
「
当
該
資
産
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
直
接
 
 

要
し
た
費
用
」
に
該
当
す
る
。
 
 

な
お
、
こ
の
た
だ
し
書
は
付
随
費
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
は
関
係
な
い
が
、
こ
れ
は
付
随
費
用
の
う
ち
購
入
資
産
の
取
得
価
額
 
 

に
加
算
す
べ
き
金
額
を
合
理
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
い
わ
ゆ
る
共
通
費
（
た
と
え
ば
、
購
買
を
決
定
す
る
た
め
に
事
前
に
行
わ
れ
る
研
 
 

究
調
査
の
費
用
、
選
定
し
た
物
件
の
発
注
事
務
に
要
し
た
費
用
等
）
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
番
場
嘉
一
郎
 
税
経
通
信
 
昭
 
 

和
四
八
年
九
月
号
八
七
～
八
八
頁
、
太
田
哲
三
 
固
定
資
産
会
計
七
一
～
七
二
頁
、
沼
田
寡
穂
 
固
定
資
産
会
計
七
二
頁
参
照
）
。
 
 

（
注
2
）
 
注
釈
会
社
法
㈲
株
式
会
社
の
計
算
一
〇
四
頁
 
 

（
注
3
）
 
同
旨
 
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
四
九
年
（
行
り
）
第
四
五
号
、
昭
和
五
〇
年
八
月
二
八
日
判
決
（
行
裁
例
集
二
六
巻
七
・
八
号
九
四
四
頁
）
 
 

三
 
本
件
支
出
金
の
原
価
性
に
つ
い
て
 
 
 

以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ
を
本
件
支
出
金
に
当
て
は
め
る
と
、
本
件
支
出
金
の
う
ち
寄
付
金
は
、
H
部
落
の
立
退
先
用
地
の
買
収
、
造
成
費
 
 

と
し
て
寄
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
営
業
雑
費
及
び
製
造
雑
費
は
、
い
ず
れ
も
H
部
落
の
集
団
立
退
き
に
伴
い
支
払
っ
た
立
退
補
償
金
 
 

で
あ
る
こ
と
、
及
び
H
部
落
の
移
転
と
本
件
土
地
の
取
得
ほ
表
裏
一
体
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
す
る
判
決
の
認
定
に
従
う
 
 

限
り
、
本
件
支
出
金
ほ
、
ま
さ
に
「
当
該
資
産
の
購
入
の
た
め
に
要
し
た
費
用
」
と
し
て
本
件
土
地
の
取
得
価
額
を
構
成
す
る
こ
上
と
な
 
 

る
。
判
示
囲
も
相
当
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
H
部
落
の
集
団
移
転
と
本
件
土
地
の
取
得
と
は
全
く
無
関
係
に
行
わ
れ
た
と
す
る
Ⅹ
会
社
の
主
張
は
、
裁
判
所
の
詳
細
な
 
 

事
実
評
定
に
よ
り
排
斥
さ
れ
て
い
る
が
、
次
に
Ⅹ
会
社
の
反
論
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
 
 

二
二
七
 
 
 



ま
ず
、
Ⅹ
会
社
ほ
、
も
し
本
件
支
出
金
が
本
件
土
地
の
取
得
価
額
に
算
入
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
件
土
地
の
坪
当
り
単
価
が
時
価
に
 
 

比
し
非
常
識
に
高
額
な
も
の
と
な
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
Y
税
務
署
長
の
主
賓
は
失
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
固
定
資
産
は
売
却
を
目
的
と
す
る
資
産
で
は
な
く
、
そ
の
取
得
価
蘭
は
固
定
資
産
に
対
す
る
資
金
の
投
下
額
を
意
味
し
、
固
定
 
 

資
産
の
売
却
価
額
（
時
価
）
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
は
、
単
な
る
会
計
手
続
の
結
果
と
し
て
の
金
額
を
表
示
 
 

す
る
の
み
で
、
資
産
の
個
戊
の
価
値
を
示
す
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
経
営
に
お
け
る
資
産
の
組
織
的
価
値
を
示
す
も
の
で
も
な
い
。
す
な
 
 

わ
セ
貸
借
対
照
表
上
の
固
定
資
産
は
、
歴
史
的
原
価
の
表
示
で
あ
っ
て
価
値
の
表
示
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
企
業
が
固
定
資
産
を
取
得
す
 
 

る
美
め
に
投
下
し
た
資
金
の
額
（
歴
史
的
原
価
）
を
費
用
配
分
し
た
後
の
金
額
、
つ
ま
り
、
当
該
資
産
の
用
役
価
値
の
未
費
消
高
を
示
す
も
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
決
算
貸
借
対
照
表
は
企
業
の
財
政
状
態
（
資
金
の
調
達
渡
泉
と
そ
の
運
用
の
状
態
）
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
資
産
と
負
債
及
 
 

び
資
本
を
科
目
と
金
額
虹
よ
り
対
照
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
借
対
照
表
評
価
額
の
妥
当
性
は
各
勘
定
科
目
別
に
判
定
す
べ
き
も
の
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
沼
田
嘉
穂
教
授
は
、
次
の
と
お
り
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
届
価
以
上
の
評
価
額
で
貸
借
対
照
表
転
 
 

示
す
こ
と
ほ
、
勿
論
、
評
価
の
上
か
ら
不
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
企
業
の
土
地
が
不
当
原
価
に
よ
る
購
入
土
地
の
み
か
ら
な
る
場
合
は
あ
り
 
 

え
ず
、
他
に
時
価
に
比
し
て
著
し
く
低
価
額
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
よ
っ
て
企
業
の
所
有
す
る
土
地
全
体
と
し
て
み
れ
 
 

ば
、
そ
の
う
ち
の
一
部
分
が
高
価
取
得
地
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
不
当
な
評
価
額
と
は
な
ら
な
い
。
貸
借
対
照
表
は
科
目
と
金
額
 
 

と
を
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
借
対
照
表
評
価
額
町
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
ほ
、
各
勘
定
科
目
別
に
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
内
容
 
 

（
注
1
）
 
 

を
構
成
す
る
資
産
単
位
別
忙
論
ザ
ベ
き
も
の
甘
は
な
い
。
」
 
 
 

H
 
固
定
資
産
の
取
得
価
額
と
時
価
 
 



ま
た
、
企
業
が
土
地
を
高
価
で
取
得
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
継
続
企
業
か
ら
み
た
当
該
土
地
の
価
額
ほ
、
少
な
く
と
も
取
得
価
額
だ
け
 
 

ほ
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
企
業
の
清
算
を
前
掟
と
し
た
時
価
と
の
比
較
に
お
い
て
問
題
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
沼
田
 
 

教
授
ほ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
企
業
が
時
価
以
上
の
代
価
を
支
払
っ
た
こ
と
は
、
い
そ
の
よ
う
な
代
価
を
支
払
っ
て
も
な
お
か
つ
引
合
う
か
 
 

ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
期
待
し
得
る
将
来
の
用
役
は
、
そ
れ
だ
け
大
き
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
 
 

る
。
す
な
わ
ち
企
業
か
ら
み
た
当
該
国
定
資
産
の
価
額
ほ
取
得
原
価
だ
げ
ほ
少
な
く
と
も
あ
る
わ
け
で
、
評
価
減
す
る
理
由
は
見
当
ら
な
 
 

（
法
り
】
）
 
 

い
。
」
と
述
べ
、
高
価
取
得
資
産
に
つ
い
て
の
評
価
減
を
否
定
し
て
い
る
。
 
 
 

法
人
税
法
上
、
購
入
し
た
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
き
合
併
又
は
出
資
に
よ
り
受
け
入
れ
た
資
産
の
よ
う
に
、
時
価
を
限
度
と
す
る
旨
の
規
 
 

定
（
法
人
税
法
施
行
令
三
二
条
一
項
三
号
、
三
八
粂
一
項
四
号
、
五
四
条
一
項
六
号
）
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
上
記
の
よ
う
な
趣
旨
転
 
 

（
注
3
）
 
 

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
却
を
目
的
と
し
な
い
点
で
土
地
等
の
固
定
資
産
に
撰
似
す
る
企
業
支
配
株
式
に
つ
い
て
は
、
当
該
株
 
 

式
の
通
常
の
価
額
に
企
業
支
配
の
対
価
を
加
算
し
た
金
額
す
な
わ
ち
購
入
代
価
の
全
額
が
取
得
価
額
と
さ
れ
、
企
業
支
配
の
対
価
を
当
該
株
 
 

式
の
取
得
価
額
と
分
離
し
て
企
業
支
配
権
等
と
し
て
資
産
に
計
上
し
又
は
損
金
経
理
を
す
る
こ
と
ほ
認
め
て
い
な
い
 
（
法
人
税
基
本
通
達
九
 
 

－
一
－
一
五
参
照
）
。
 
 
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
土
地
ほ
非
代
替
性
が
優
め
て
強
く
、
こ
の
た
め
七
き
に
著
し
く
高
価
に
よ
っ
て
取
引
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
沼
田
 
 

教
授
に
よ
れ
ば
、
「
土
地
を
高
価
買
入
す
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
全
部
ほ
す
で
に
所
有
す
る
土
地
を
拡
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
前
 
 

か
ら
所
有
す
る
土
地
の
取
得
原
価
ま
た
ほ
帳
停
価
額
と
新
規
に
拡
頚
す
る
た
め
に
取
得
t
た
隣
接
地
の
取
得
原
価
と
の
平
均
単
価
は
、
ほ
と
 
 

（
注
4
）
 
 

ん
ど
総
て
の
場
合
、
時
価
以
下
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
 
 
 

こ
れ
を
本
件
に
、
っ
い
て
み
る
濫
、
元
会
社
が
本
件
土
地
の
時
価
（
坪
当
サ
二
、
b
0
0
円
）
に
比
し
非
常
識
に
高
額
で
あ
る
と
主
張
す
る
 
 

こ
二
九
 
 
 



ニ
三
〇
 
 

坪
当
り
単
価
二
四
、
0
0
0
円
以
上
は
、
次
の
と
お
り
単
組
に
H
部
落
跡
地
の
取
得
土
地
四
二
ハ
四
四
坪
に
つ
い
て
計
算
し
て
い
る
が
、
こ
 
 

れ
を
本
件
の
事
業
拡
張
計
画
に
基
づ
く
土
地
の
買
収
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
含
め
た
二
五
、
六
三
九
坪
で
計
算
す
る
と
、
次
の
と
お
り
約
 
 

六
、
0
0
0
円
と
な
り
、
前
記
〔
判
示
〕
の
（
注
1
）
の
「
本
件
土
地
の
取
得
の
経
緯
」
で
述
べ
た
裁
判
所
の
認
定
し
た
特
別
な
事
情
を
背
 
 

景
と
す
る
土
地
の
価
格
と
し
て
は
、
決
し
て
妥
当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
本
件
買
収
土
地
は
従
前
か
ら
所
有
す
る
大
型
貯
油
 
 

タ
ン
ク
一
〇
基
の
敷
地
と
一
体
と
な
っ
て
同
一
用
途
に
供
嘗
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
敷
地
を
も
含
め
た
坪
当
り
の
平
均
単
価
は
さ
ら
 
 

に
低
額
と
な
り
、
Ⅹ
会
社
主
張
の
時
価
に
接
近
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

◎
 
界
鴇
適
け
富
樽
坤
聾
符
項
此
C
偲
蚕
 
 

㊤
＝
農
芸
諒
恕
寧
些
冨
忘
芸
 
 

H
彗
剥
け
達
 
 

観
宰
相
E
紗
 
 

H
蛍
覇
け
夢
 
 

卜
討
E
半
㊦
浮
布
け
露
 
 

激
辛
囲
琵
紗
 
 

半
 
 

竿
 
 

薫
正
〓
〓
華
豆
 
 

葛
此
C
偲
豆
 
 

㊥
小
◎
＝
N
隕
－
宗
－
コ
 
 

①
小
⑦
＝
の
ー
○
誤
認
 
 
 

⑦
N
㌣
詔
り
葛
 
 

◎
ミ
道
東
 
 

A
ふ
監
渇
 
 

望
｝
冨
∽
項
 
 
 

空
運
竜
 
 
 

⑳
－
∽
の
ー
巴
亘
ふ
ー
り
コ
 
 

争
〓
」
一
書
7
‥
．
ゴ
ミ
j
 
 

∽
雷
コ
 
 

0
0
－
澄
∞
、
 
 

ー
○
∽
㌫
3
－
芝
－
コ
 
 

0
0
ー
芝
∞
㌫
雷
コ
 
 

た
㌔
∞
∞
－
－
冨
コ
 
 

ー
○
∽
㌫
遥
－
り
た
コ
 
 



判
決
は
、
こ
の
点
に
つ
き
次
の
と
お
り
述
べ
て
Ⅹ
会
社
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。
 
 
 

「
…
…
当
時
K
町
に
お
い
て
は
、
農
地
の
価
額
が
一
坪
二
、
0
0
0
円
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
土
地
の
よ
う
に
部
 
 

落
民
が
長
年
の
閉
居
住
の
用
に
供
し
た
地
域
の
土
地
の
価
額
が
こ
れ
と
同
額
で
あ
る
と
ほ
考
え
ら
れ
ず
、
…
…
本
件
土
地
の
購
入
価
額
は
、
 
 

む
し
ろ
、
原
告
が
H
部
落
移
転
に
伴
う
立
退
先
用
地
の
買
喝
造
成
費
用
及
び
立
退
補
償
金
を
支
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
跡
地
利
用
 
 

権
を
取
得
し
た
後
の
土
地
価
額
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
通
常
の
価
額
よ
り
低
額
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
 
 

た
、
買
主
に
と
っ
て
土
地
の
取
得
の
必
要
性
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
通
常
の
取
引
価
額
を
無
視
し
た
売
買
が
行
わ
れ
、
そ
の
取
得
価
 
 

額
が
高
額
と
な
る
こ
と
は
一
般
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
…
…
原
告
の
本
件
土
地
取
得
の
必
要
性
と
部
落
民
を
原
告
の
一
方
的
な
 
 

都
合
に
よ
り
立
退
か
せ
る
経
緯
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
取
得
価
額
が
高
額
と
な
る
こ
と
は
な
ん
ら
異
と
す
る
に
足
り
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
 
 

ぁ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
取
得
価
額
が
高
額
と
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
土
地
の
取
得
価
額
に
算
入
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
。
」
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
判
決
は
、
本
件
土
地
の
購
入
価
額
は
、
本
件
支
出
金
の
支
出
に
よ
る
跡
地
利
用
権
を
取
得
し
た
後
の
土
地
価
額
に
相
当
す
 
 

る
か
ら
、
通
常
の
価
額
よ
り
も
低
額
で
あ
る
こ
と
及
び
買
主
の
土
地
取
得
の
必
要
性
が
大
き
い
ほ
ど
通
常
の
取
引
価
額
を
無
視
し
た
買
進
み
 
 

が
行
わ
れ
る
こ
と
ほ
一
般
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
取
得
価
額
が
高
額
と
な
る
こ
と
は
異
と
す
る
に
足
り
な
い
と
し
て
い
る
 
 

が
、
立
退
料
等
を
含
め
た
価
額
が
時
価
を
著
し
く
超
え
て
異
常
と
認
め
ら
れ
る
と
き
ほ
、
そ
の
超
過
部
分
の
立
退
料
等
は
繰
延
資
産
と
し
て
 
 

償
却
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
な
い
で
ほ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
土
地
、
建
物
等
の
取
得
に
際
し
て
支
払
う
立
退
科
そ
の
他
当
該
土
 
 

地
、
建
物
を
使
用
す
る
た
め
の
費
用
で
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
費
用
等
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
土
地
、
建
物
等
の
取
得
価
額
に
算
入
す
 
 

る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
立
退
料
等
を
含
め
た
価
額
が
、
一
般
に
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
時
価
を
著
し
く
こ
え
て
異
常
と
認
め
ら
れ
る
と
 
 

き
ほ
、
そ
の
こ
え
る
部
分
の
立
退
料
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
繰
延
費
用
と
し
て
、
そ
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
（
土
地
に
 
 

二
三
一
 
 
 



国
 
公
害
関
係
費
用
の
税
務
上
の
取
扱
い
 
 

昭
和
四
五
年
一
二
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
た
「
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
」
に
よ
り
国
又
ほ
地
方
公
共
団
体
の
昇
施
す
る
公
害
防
 
 

止
事
業
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
者
が
負
担
ず
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
昭
和
望
ハ
年
四
月
の
税
法
改
正
に
 
 

ょ
り
「
公
害
防
止
事
業
者
負
亜
金
の
囁
別
償
却
」
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
。
妄
の
内
容
ほ
、
法
人
が
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
琴
一
 
 
 

二
三
二
 
 

傷
っ
一
て
ほ
、
当
該
土
地
の
上
に
建
設
さ
れ
た
資
産
の
耐
用
年
数
）
又
は
そ
の
効
果
の
及
ぶ
年
数
を
基
礎
と
し
て
償
却
す
る
こ
と
を
認
め
る
方
 
 

（
注
5
）
 
 

何
で
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
す
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
立
退
料
等
を
含
め
た
価
額
が
、
一
般
に
妥
当
と
経
め
ら
れ
る
時
価
を
著
し
く
こ
え
て
異
常
と
評
め
ら
れ
る
と
 
 

き
」
と
は
、
い
か
な
る
場
合
を
い
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
泰
件
支
應
金
に
つ
い
て
は
、
本
件
土
地
の
取
得
価
額
を
棒
成
す
る
と
の
判
決
の
 
 

事
実
認
定
に
従
う
限
り
、
現
行
法
上
は
繰
延
資
産
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
資
産
の
取
 
 

（
注
6
）
 
 

得
価
額
に
算
入
す
べ
き
費
用
に
つ
い
て
は
、
．
繰
延
資
産
か
ら
除
か
れ
て
い
る
（
法
人
税
法
施
行
令
一
四
条
一
項
柱
書
）
か
ら
で
あ
る
。
 
 

｛
注
1
）
 
沼
田
買
穂
 
固
定
資
産
会
計
六
九
貢
 
 

（
注
2
）
 
酒
田
霹
穂
 
固
定
資
産
会
計
六
九
頁
 
 
 

（
注
3
）
 
合
併
に
よ
り
受
け
入
れ
た
減
価
償
却
資
産
直
つ
い
て
は
、
償
却
限
度
額
又
ほ
償
却
可
能
限
度
額
の
基
礎
と
な
る
取
得
価
額
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
 
 

る
た
め
時
価
を
限
度
と
す
る
旨
の
定
め
を
欠
い
て
い
る
が
、
合
併
引
経
費
塵
の
受
入
価
額
に
つ
い
て
は
時
価
を
限
度
と
す
る
こ
と
に
取
り
扱
わ
れ
て
 
 

い
る
（
法
人
税
基
本
通
達
四
－
ニ
ー
七
参
照
）
。
 
 

（
注
4
）
．
沼
田
茅
穂
 
固
定
資
産
会
計
六
九
頁
 
 

（
注
5
）
 
税
制
調
査
会
 
「
所
得
税
法
及
び
法
人
税
法
の
整
備
に
関
す
る
答
申
」
 
（
昭
和
三
八
年
一
二
月
）
 
 

な
キ
同
旨
 
太
田
哲
三
、
固
定
資
産
会
計
二
七
貢
 
 

（
注
6
）
 
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
本
件
支
出
金
を
含
め
た
取
得
土
地
の
時
価
は
異
常
と
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
高
額
で
も
な
い
。
 
 



条
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
者
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
）
に
対
し
、
同
法
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
者
負
抱
金
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
 
 

そ
れ
が
繰
延
資
産
に
該
当
し
支
出
の
効
果
の
及
ぶ
期
間
に
わ
た
、
っ
て
償
却
す
べ
き
も
の
（
例
え
ば
、
共
同
汚
水
処
理
施
設
の
た
め
の
負
担
金
 
 

等
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
納
付
し
た
時
折
二
時
に
損
金
経
理
を
す
る
こ
と
を
霞
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
租
税
特
別
措
置
法
五
二
条
の
二
 
 

第
＋
項
）
。
 
 
 

Ⅹ
会
社
は
、
木
件
支
出
金
は
、
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
に
い
う
事
業
者
負
担
金
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
特
例
 
 

に
よ
り
支
出
時
の
一
時
の
損
金
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
療
例
ほ
、
昭
和
四
六
隼
四
月
盲
以
後
に
納
付
す
 
 

る
事
業
者
負
担
金
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
昭
和
四
六
年
法
律
第
二
〇
号
附
則
一
二
条
四
項
）
の
で
、
本
件
支
出
金
に
 
 

っ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
判
示
囲
は
相
当
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
本
件
支
出
金
は
、
公
害
問
題
の
解
決
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
で
純
資
産
の
減
少
と
な
る
支
出
で
あ
る
か
ら
支
出
時
の
損
金
に
算
 
 

入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
Ⅹ
会
社
の
主
張
に
対
し
て
も
判
決
は
、
本
件
支
出
金
は
本
件
土
地
取
得
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
七
認
め
ら
れ
る
 
 

か
ら
、
右
主
張
は
理
由
が
な
い
と
し
て
排
斥
し
て
お
り
、
こ
れ
も
当
然
で
あ
る
。
 
 

（
注
）
 
参
考
ま
で
に
公
害
関
係
費
用
の
税
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

ま
ず
、
公
害
に
関
す
る
諸
費
用
は
、
被
害
の
発
生
前
に
要
す
る
事
前
費
用
と
被
害
の
発
生
後
に
要
す
る
事
後
費
用
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

事
前
費
用
に
は
、
公
害
防
止
の
た
め
の
研
究
開
発
費
及
び
企
業
が
自
ら
公
害
を
直
接
防
除
す
る
た
め
の
公
害
防
止
設
備
の
設
置
費
用
並
び
に
公
害
を
未
 
 

然
虹
防
止
す
る
た
め
の
公
共
的
事
業
に
対
す
る
負
担
金
等
が
あ
り
、
ま
た
、
事
後
費
用
に
は
、
公
害
に
よ
る
被
富
者
の
救
済
に
要
す
る
費
用
で
あ
る
公
 
 

害
補
償
金
（
損
害
賠
償
金
、
慰
謝
料
等
）
、
被
害
の
排
除
の
た
め
の
費
用
で
あ
る
河
川
、
港
湾
等
の
し
ゅ
ん
せ
つ
費
用
、
被
害
農
地
の
客
土
費
用
等
が
 
 

あ
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
公
嘗
関
係
費
用
が
一
時
の
墳
金
と
怒
る
か
ど
う
か
ほ
、
支
出
の
実
態
に
応
じ
て
個
別
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
一
般
的
に
 
 

「
．
二
 
 
 



二
三
四
 
 

は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
 
 

①
 
事
前
費
用
の
う
ち
研
究
開
発
費
は
、
経
常
的
な
も
の
を
除
き
繰
延
資
産
と
な
る
．
公
害
防
止
設
備
等
の
設
置
費
用
及
び
そ
の
付
随
費
用
は
、
当
該
 
 

設
備
等
の
取
得
価
額
を
構
成
す
る
。
 
 

②
 
ま
た
、
公
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
公
共
事
業
に
対
す
る
負
担
金
で
将
来
の
事
業
活
動
に
便
益
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
「
自
己
が
便
益
を
受
 
 

け
る
公
共
的
施
設
の
設
置
又
は
改
良
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
」
 
（
法
人
税
法
施
行
合
一
四
条
一
項
九
号
イ
）
に
当
り
繰
延
資
産
と
な
る
。
た
だ
 
 

し
、
こ
の
場
合
で
も
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
以
後
に
納
付
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
五
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
納
付
時
に
 
 

一
時
に
損
金
経
理
す
る
こ
と
が
罪
め
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

③
 
事
後
費
用
で
あ
る
公
害
補
償
金
等
は
、
す
で
に
企
業
の
事
業
活
動
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
過
去
の
損
害
に
対
す
る
補
償
で
あ
る
の
で
、
支
出
時
の
 
 

損
金
に
算
入
さ
れ
る
。
な
お
、
公
害
補
償
金
等
の
名
目
で
支
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
工
場
等
の
建
設
に
伴
っ
て
支
出
す
る
費
用
は
、
た
と
え
そ
 
 

の
支
払
が
建
設
後
に
行
わ
れ
て
も
当
初
か
ら
そ
の
支
出
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
毎
年
支
出
す
る
こ
と
と
な
る
補
償
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
 
 

は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
さ
れ
る
（
法
人
税
基
本
通
達
七
－
三
－
七
。
）
 
 

④
 
本
件
支
出
金
が
仮
に
本
件
土
地
取
得
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
過
去
の
損
害
に
対
す
る
補
償
セ
あ
る
公
害
補
償
金
 
 

に
該
当
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
公
共
的
な
公
害
防
止
事
業
に
対
す
る
負
担
金
で
も
な
い
の
で
、
右
記
取
扱
い
に
照
ら
し
支
出
時
の
一
時
の
損
金
 
 

に
算
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

ま
た
、
土
地
を
取
得
せ
ず
に
保
安
空
地
を
碇
保
す
る
た
め
に
立
退
補
償
金
を
支
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
支
出
金
は
既
設
タ
ン
ク
の
保
安
費
用
と
 
 

し
て
繰
延
資
産
と
な
り
、
タ
ン
ク
の
耐
用
年
数
（
鋳
鉄
製
二
五
年
、
鋼
鉄
製
一
五
年
）
で
償
却
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
 
 

肖
 
本
件
支
出
金
と
指
定
寄
付
金
と
の
関
係
 
 
 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
し
た
寄
付
金
は
、
申
告
を
条
件
に
」
そ
の
全
額
が
損
金
の
額
に
算
入
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
法
人
税
法
三
七
条
三
項
及
び
七
項
、
旧
法
人
税
法
九
条
三
項
、
旧
法
人
税
法
施
行
規
則
－
八
条
及
び
九
条
）
。
 
 
 

し
か
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
付
金
で
あ
っ
て
も
、
「
そ
の
寄
付
を
し
た
者
が
そ
の
寄
付
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
設
備
を
 
 
 



専
属
的
に
利
用
す
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
利
益
が
そ
の
寄
付
を
し
た
者
に
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
は
、
い
わ
ゆ
る
指
．
定
寄
付
金
か
ら
は
 
 

除
か
れ
て
お
り
（
法
人
税
法
三
七
条
三
項
一
号
）
、
こ
の
こ
と
は
旧
法
人
税
法
上
も
同
様
に
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
「
自
己
が
便
益
を
受
 
 

け
る
公
共
的
施
設
の
設
置
又
は
改
良
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
」
 
（
法
人
税
法
施
行
令
一
四
条
一
項
九
号
イ
）
に
該
当
し
、
繰
延
資
産
と
さ
 
 

れ
る
。
ま
た
、
法
人
が
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か
ら
工
場
誘
致
等
の
目
的
を
も
っ
て
土
地
そ
の
他
の
固
定
資
産
を
無
償
又
は
そ
の
時
価
に
比
 
 

し
て
著
し
く
低
い
価
額
で
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
に
関
連
し
て
都
道
府
県
又
は
市
町
村
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
指
定
す
る
公
共
 
 

団
体
に
支
出
し
た
寄
付
金
又
は
負
担
金
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
三
四
年
直
法
一
－
一
五
〇
通
 
 

達
「
一
二
こ
、
現
行
法
人
税
基
本
通
達
七
－
三
－
三
。
）
 
 
 

本
件
に
お
い
て
は
、
H
部
落
住
民
の
立
退
先
用
地
は
、
K
町
に
お
い
て
買
収
し
た
後
Ⅹ
会
社
に
払
い
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
Ⅹ
 
 

会
社
が
払
下
げ
を
受
け
部
落
民
に
無
償
で
提
供
す
る
の
は
二
重
の
処
理
と
な
る
た
め
、
そ
の
後
K
町
か
ら
直
接
部
落
民
に
無
償
で
払
い
下
げ
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ⅹ
会
社
が
昭
和
三
九
年
度
に
H
部
落
住
民
の
立
退
先
用
地
の
買
収
、
造
成
費
に
充
て
る
目
的
で
K
町
 
 

に
支
出
し
た
寄
付
金
は
、
H
部
落
の
立
退
跡
地
の
土
地
の
取
得
と
直
接
の
対
価
性
を
有
し
、
本
件
土
地
の
取
得
価
額
を
構
成
す
る
も
の
と
い
 
 

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
未
件
寄
付
金
が
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
付
金
と
し
て
損
金
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
Ⅹ
会
社
 
 

の
主
張
を
排
斥
し
た
判
示
国
は
相
当
で
あ
る
。
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